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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録

１　開催日時　　令和８年４月15日（水）午後１時30分から午後２時15分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第２委員会室
３　出席委員（16名）　※番号は席番号
１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　　昌男（会長）
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　６番　津澤　謙次
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　　　９番　川口　茂明（農地調整委員長）
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　11番　田伐　厚子　
12番　森田　隆義　　　　　　　　　　　　　13番　小橋　牧子
14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　15番　堤下　敏
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　　17番　溝口　透（会長職務代理者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　欠席委員（０名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　遅刻委員（０名）
６　議事日程
第１　議案第１号　農地法第３条第１項による許可について
第２　議案第２号　農地法第４条第１項による許可について
第３　議案第３号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の答申について
第４　報告第１号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第５　報告第２号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第６　報告第３号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
　 ７　農業委員会事務局職員

　  局長　岡本　智行　　　　　　　　　　　　　局長代理　谷口　卓也
係長　津川　育大　　　　　　　　　　　　　職員　　　谷内　奈央
職員　杉若　琴絵　　    　　　　　　　　　
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）
議長　　  　　　　　 ただいまから４月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員16名全員出席、出席委員は過半数以上で総会は成立いた
します。
　寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることに
なっておりますため、議事を進行させていただきます。
  それでは、議事に入らせていただきます。
議案第１号「農地法第３条第１項による許可について」事務局から説明をお願いします。
事務局              　　　　（議案第１号　件番１朗読）
　　　　　　　  　 件番１につきまして、場所は、府道20号枚方富田林泉佐野線の西側、一級河川打上川の北側でございます。

本件は、遊休農地として指導を行っていた土地ですが、近隣農地所有者
である被設定人が５年間無償で借り受け、耕作するということで申請があ
りました。

全部効率利用要件については、所有農地に遊休農地及び無断転用がない
ことを、現地確認しております。

農機具等は、トラクター、コンバイン、乾燥機、田植機を各１台所有さ
れています。

通作距離は約0.6㎞、軽トラックで約２分です。

そして、農作業常時従事要件については、被設定人本人が年間100日従
事されるということです。地域との調和要件については、地域の水利調整
への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に
支障をきたすおそれがないと認められるため、問題ございません。

現況は写真のとおりです。
以上でございます。

議長　　　　　　　　本議案につきまして、４月６日の農地調整委員会で審議しましたので、
農地調整委員長から追加の説明等があればお願いします。
農地調整委員長　　　事務局の説明のとおりです。
当該地は水田として利用予定であり、設定人である農地所有者が水利組合
に参加しているため、水の供給についても心配ないことから、問題ないと考
えます。
議長　　　　　　　　　本件について、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご意見等がないようです。
それでは、議案第１号件番１について、許可するものとしてご異議ござ
いませんか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　ご異議がないようですので許可いたします。
　続きまして、議案第２号「農地法第４条第１項による許可について」事
務局から説明をお願いします。
事務局
　（議案第２号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は、府道20号枚方富田林泉佐野線の南東側、
星田ゴルフセンターの西側でございます。

本件は、写真のとおり無断転用地として指導を行ってきた土地を、原状
回復され、許可申請がありました。

今後も従前同様、とび・土木・コンクリート工事業を行う業者に、重機等
を置く資材置場として、賃貸されるということです。

そして、市街化調整区域内農地の転用の許可・不許可を判断するにあた
り、「当該農地が優良農地であるか否かの面からみる」立地基準と、「確実
に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面か
らみる」一般基準があります。　

本件の立地基準について、水道管等が埋設された幅員４ｍ以上の道路の
沿道にあり、おおむね500ｍ以内にJR学研都市線寝屋川公園駅、いとうレ
ディースこどもクリニックがあることから、第３種農地と判断され、原則
許可となります。

一般基準については、預貯金について通帳の写しの提出があり、土地造
成費以上の資力を有していることから、事業の遂行に問題ないと考えられ
ます。

また、雨水排水に関しては、既設排水管から北側の水路へ放流するとい
うことですので、問題ございません。
　以上でございます。
議長　　　　　　　　本議案につきましても、４月６日の農地調整委員会で審議しましたので、
農地調整委員長から追加の説明等があればお願いします。
農地調整委員長　　　事務局の説明のとおり、かなり前から無断転用の指導を行ってきました。
今般写真のとおり原状回復し、申請を出されました。
　　　　　　　　　　許可後は、また元に戻されるということです。

　
議長　　　　　　　　本件について、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご意見等がないようです。
それでは、議案第２号件番１について、許可するものとしてご異議ござ
いませんか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　ご異議がないようですので許可いたします。
　続きまして、議案第３号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づ
く事業計画の答申について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　　　　　　　　（議案第３号　件番１朗読）
　　　　　　　　　件番１から３につきまして、同一借受者であり、計画内容も同一である
ため、一括してご説明申し上げます。
場所は、府道20号枚方富田林泉佐野線の東側、ゴルフセンターの西側で
ございます。

　　　　　　　　　　本件は、令和３年４月１日から５年間の期間を設定し、貸借されていま
したが、３年間延長し、８年間の貸借期間に変更したいということで、市
都市一課に事業計画変更申請があり、市都市一課から延長して問題ないか
諮問があったものです。

　　　　　　　　　　貸借期間以外に変更点はなく、引き続き市民を対象に体験型農園として
利用されるということです。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。
　　　　　　　　　　以上でございます。
議長　　　　　　　　本議案につきましても、４月６日の農地調整委員会で審議しましたので、
農地調整委員長から追加の説明等があればお願いします。
農地調整委員長　　　本件は、さつもいも掘りなどの体験型農園として利用されており、今後
も変わりなく利用されていくということですので、貸借期間延長について
問題ないと考えます。
議長　　　　　　　　本件について、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご意見等がないようです。
それでは、議案第３号件番１について、承認の旨、答申するものとして
ご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　ご異議がないようですので答申いたします。
　続きまして、報告第１号「農地法第４条第１項第７号による転用届出に
係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　　　　　　　　（報告第１号　件番１朗読）
　　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は、京阪電鉄本線の東側、一級河川寝屋川の
北側でございます。

本件は、２月20日に受付をし、２月27日に地区担当委員と現地確認を
行い、３月６日に会長専決により届出を受理いたしました。

当該地は、写真のとおり既に長屋住宅が建っており、今般相続が発生し
た際に、届出がされていなかったことがわかったということで、経過書と
ともに届出がありました。

雨水排水については、西側の側溝へ放流される予定です。
（報告第１号　件番２朗読）
　　　　　　　　　　件番２につきまして、場所は、市クリーンセンターの南東側、第二京阪
道路の西側でございます。

　本件は、２月24日に受付をし、２月27日に地区担当委員と現地確認を
行い、３月６日に会長専決により届出を受理いたしました。

　　　　　　　　　　当該地は資材置場及び駐車場にされるということで届出がありました。

　　　　　　　　　　雨水排水については、南側の排水路に放流される予定です。

　現況は写真のとおりです。
（報告第１号　件番３朗読）
　　　　　　　　　　件番３につきまして、場所は、市立和光小学校の北西側でございます。

　　　　　　　　　　本件は、３月６日に受付をし、３月10日に地区担当委員と現地確認を行
い、３月23日に会長専決により届出を受理いたしました。

　　　　　　　　　　当該地は、写真のとおり既に南側にある駐車場の進入路となっておりま
す。その駐車場の土地の所有者と同一人物である本件届出人が、今般届出
地を時効取得され、農地転用の届出がされていないことがわかったという
ことで、経過書とともに届出がありました。

　　　　　　　　　　雨水排水については、西側の側溝に放流されているため、問題ございま
せん。

　　　　　　　　　　以上でございます。
議長　　　　　　　　報告第１号件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明があれば
お願いします。
地区担当委員　　　　事務局の説明のとおり、かなり昔に建てられたものですが、周囲に農地
は残っていないため、問題ないと考えます。
議長　　　　　　　　報告第１号件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、報告第１号件番２について、地区担当委員から追加の説明
があればお願いします。
地区担当委員　　　　事務局の説明のとおり、特に問題ないと考えます。
議長　　　　　　　　報告第１号件番２について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、報告第１号件番３について、地区担当委員から追加の説明
があればお願いします。
地区担当委員　　　　写真のとおり駐車場への進入路となっています。
　　　　　　　　　　周辺に農地もなく、特に問題ないと考えます。

議長　　　　　　　　報告第１号件番３について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
　　　　　　　　　　続きまして、報告第２号「農地法第５条第１項第６号による転用届出に
係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　　　　　　　　（報告第２号　件番１朗読）
　　　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は市立池田小学校の東側でございます。

　　　　　　　　　　　本件は、２月18日に受付をし、地区担当委員に確認の上、２月20日
に事務局のみで現地確認を行い、３月６日に会長専決により届出を受理
いたしました。

　　　　　　　　　　　当該地は隣接する障害者施設の駐車場にされるということで届出があ
りました。

　　　　　　　　　　　雨水排水については、東側に側溝を設け、放流するということですの
で、問題ございません。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

　以上でございます。
議長　　　　　　　　報告第２号件番１につきまして、私が地区担当の案件です。
　　　　　　　　　　当該地付近は、転用届出が何度か出てきており、現地を確認しておりま
すが、今回は、隣接障害者施設の駐車場にされるということです。
　本件について、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
　　　　　　　　ご質問がないようです。
　　　　　　　　　　続きまして、報告第３号「使用目的変更承認願に係る専決報告について」
事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　　　　　　　　（報告第３号　件番１朗読）
　　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は、府道149号木屋門真線の東側、九個荘農
業協同組合神田支所の北東側でございます。

　　　　　　　　　　本件は、３月６日に受付し、地区担当委員に確認の上、３月10日に事務
局のみで現地確認を行い、３月13日に会長専決により承認いたしました。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりで、既に建築されており、相続税納税猶予の適用を
受ける際の確認で未届けであることがわかったため、今般承認願出があり
ました。

　　　　　　　　　　以上でございます。
議長　　　　　　　　報告第３号件番１について、地区担当委員から追加の説明があればお願
いします。
地区担当委員　　　　事務局の説明のとおりです。
議長　　　　　　　　報告第１号件番３について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
以上をもちまして、４月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時15分　閉会　）
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